
20年度 21年度 22年度

584,515 575,376 559,831

584,515 575,376 559,831

553,353 549,405 528,068

基準

19年度 20年度 21年度 22年度

6件（受付）
18件（係属）
4件（終結）

12件（受付）
26件（係属）
8件（終結）

24件（受付）
42件（係属）
12件（終結）

27件（受付）
57件（係属）
19件（終結）

- - -

基準

21年度 22年度 ○年度 ○年度

25回 35回

- - -

基準

21年度 22年度 ○年度 ○年度

10回 20回

- - -

基準

○年度 22年度 ○年度 ○年度

- 約12ヶ月

- - -

必要な事件調査を積極的・効率
的に実施

活動実績 目標

22年度

行政機関が行う政策評価に関する法律に基づく評価書（平成22年度事後評価書）

施策名 公正かつ中立な立場からの公害紛争事件の迅速かつ適正な処理

達成すべき目標 公正かつ中立な立場から公害紛争事件の迅速かつ適正な処理を図る。

施策の概要

（公害等調整委員会１－①）

公害紛争処理法に基づき、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行い、公害に係る紛争の迅速・適正な解決を図
る。

担当部局名

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

施策に関する評価結果

施政方針演説等の名称

公害紛争事件の迅速かつ適正な処理を図るとの目標が達成されている

施策の予算額・執行額等

※　公害等調整委員会
全体の予算額等を

記載（施策１－②及び
２と共通）

区分 ○年度要求額

当初予算（a）

受け付け次第、適正に手続を
実施

学識経験を有する者の知
見の活用

・　目標期間（20～22年度）において、受付・係属件数が毎年度増加する中で
も、制度の特長を生かし、職権調査の実施（総合評価方式による入札等にて
業者選定）や現地期日の開催に積極的に取り組みつつ、計画的・効率的な審
理によって迅速かつ適正な処理が行われており、目標は達成されている。

・　なお、公害の態様の多様化や、因果関係の解明が困難な事件の増加、比
較的小規模な事件の増加といった傾向は続くものと考えられることから、引き
続き、調査の充実や計画的・効率的な審理の推進に取り組む必要がある。

21年度以降に受け付けた裁定
事件（大型事件又は特殊な事
件を除く）の平均処理期間（専
門的な調査を要しないもの：１年６
か月、要するもの：２年）

年度ごとの目標値

活動実績 目標

事件調査の実施状況

目標期間終了時点の総括

22年度

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

年度ごとの目標値

活動実績

年度ごとの目標値

年月日

測定指標

平均処理期間

年度ごとの目標

繰越し等（c）

公害等調整委員会年次報告（平成21年度、22年度）
公害苦情調査結果報告書（平成21年度）
各種会議における諸資料、各事件の処理経過等に関する諸資料

平成23年７月、当委員会の政策評価懇談会の有識者（＊）を往訪し意見を聴取した。
　・　職権調査や現地期日について、引き続き積極的に取り組むことを期待する旨の意見があった。
　・　小規模事件の処理では、規模や重要性に見合った簡便な手続を採ることが良い旨の意見があった。
　・　様式について、枠・レイアウトの工夫に関する意見があったため、一部修正した。

　＊　安達元明、礒野弥生、大川真郎、鬼丸かおる、岸勇希、北村喜宣、友井秀和、名取良太（五十音順、敬称略）

総務課長
米澤　俊介

目標の達成状況

現地期日の開催状況

活動実績 目標

22年度

公害等調整委員会における公
害紛争事件の受付、係属及び
終結の状況

関係部分（抜粋）

政策評価実施時期
公害等調整委員会

事務局総務課
　作成責任者名
　　　（※任意記載）

平成23年８月

必要性が乏しい場合を除き、可
能な限り開催

○年度

目標

22年度

補正予算（b）

（特になし）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（千円）

執行額（千円）



20年度 21年度 22年度

584,515 575,376 559,831

584,515 575,376 559,831

553,353 549,405 528,068

基準

19年度 20年度 21年度 22年度

6件（受付）
18件（係属）
4件（終結）

12件（受付）
26件（係属）
8件（終結）

24件（受付）
42件（係属）
12件（終結）

27件（受付）
57件（係属）
19件（終結）

- - -

基準

19年度 20年度 21年度 22年度

42件（受付）
86件（係属）
39件（終結）

37件（受付）
84件（係属）
39件（終結）

42件（受付）
87件（係属）
48件（終結）

29件（受付）
68件（係属）
35件（終結）

- - -

基準

21年度 22年度 ○年度 ○年度

７件 ７件

- - -

施策の予算額・執行額等

※　公害等調整委員会
全体の予算額等を

記載（施策１－①及び
２と共通）

利用促進に必要な広報・周知を
実施

利用促進に必要な広報・周知を
実施

公害審査会等との連携を図る

活動実績 目標

22年度

活動実績 目標

達成すべき目標

行政機関が行う政策評価に関する法律に基づく評価書（平成22年度事後評価書）
（公害等調整委員会１－②）

施策名 国民の安全・安心に資するための公害紛争処理制度の利用の促進等

施策の概要
公害紛争処理制度全体の円滑な運営のため、都道府県に設置された公害審査会等との連携を図るほか、地
方公共団体の責務である公害苦情の処理について指導等を行う。

国民の安全・安心に資するため、公害紛争処理制度の利用の促進等を図る。

区分 ○年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a）

補正予算（b）

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（千円）

年度ごとの目標値

公害等調整委員会における公
害紛争事件の受付、係属及び
終結の状況（施策１－①再掲）

年度ごとの目標値

活動実績 目標

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（抜粋）

（特になし）

・　目標期間（20～22年度）において、被害者等が適切な紛争解決手段を選
択できるよう、制度に関する一般向けの周知・広報や地方公共団体との連携
に努めた結果、公害苦情相談の件数が毎年度減少する中でも、公害等調整
委員会における受付件数が大幅に増加し、都道府県公害審査会等において
も一定の水準で受付があり、目標は達成されている。

・　なお、引き続き、当事者の利便性向上策（例：現地期日の積極的開催）な
どの周知を行うとともに、自治体や弁護士などへの相談等を十全に経ない、
比較的小規模な事件の増加といった傾向を踏まえ、制度に対する理解促進を
図る対応や、大規模事件の受付にもつながるような広報に取り組む必要があ
る。

測定指標

都道府県公害審査会等を経て
公害等調整委員会に係属した
事件の状況

年度ごとの目標値

都道府県公害審査会等におけ
る公害紛争事件の受付、係属
及び終結の状況

22年度

22年度

担当部局名
公害等調整委員会

事務局総務課
　作成責任者名
　　　（※任意記載）

総務課長
米澤　俊介

政策評価実施時期 平成23年８月

○年度

学識経験を有する者の知
見の活用

平成23年７月、当委員会の政策評価懇談会の有識者（＊）を往訪し意見を聴取した。
　・　一層の件数増に向けて、周知・広報の取組を工夫しつつさらに進めることを期待する旨の意見があった。
　・　都道府県公害審査会等の活発化が重要な課題ではないかとの意見があった。
　・　様式について、枠・レイアウトの工夫に関する意見があったため、一部修正した。

　＊　安達元明、礒野弥生、大川真郎、鬼丸かおる、岸勇希、北村喜宣、友井秀和、名取良太（五十音順、敬称略）

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

公害等調整委員会年次報告（平成21年度、22年度）
公害苦情調査結果報告書（平成21年度）
各種会議における諸資料、各事件の処理経過等に関する諸資料

施策に関する評価結果

目標の達成状況 公害紛争処理制度の利用の促進等を図るとの目標が達成されている

目標期間終了時点の総括



20年度 21年度 22年度

584,515 575,376 559,831

584,515 575,376 559,831

553,353 549,405 528,068

基準

19年度 20年度 21年度 22年度

1件（受付）
1件（係属）
0件（終結）

0件（受付）
1件（係属）
0件（終結）

1件（受付）
2件（係属）
0件（終結）

0件（受付）
2件（係属）
2件（終結）

- - -

基準

19年度 20年度 21年度 22年度

0件（受付）
2件（係属）
2件（終結）

1件（受付）
1件（係属）
1件（終結）

1件（受付）
1件（係属）
1件（終結）

3件（受付）
3件（係属）
0件（終結）

- - - - -

基準

19年度 20年度 21年度 22年度

14件（受付）
20件（係属）
9件（終結）

15件（受付）
26件（係属）
18件（終結）

11件（受付）
19件（係属）
15件（終結）

18件（受付）
22件（係属）
14件（終結）

- - - - -

22年度

受け付け次第、適正に手続を
実施

活動実績 目標

活動実績 目標

活動実績 目標

22年度

受け付け次第、適正に手続を
実施

受け付け次第、適正に手続を
実施

22年度

行政機関が行う政策評価に関する法律に基づく評価書（平成22年度事後評価書）
（公害等調整委員会－２）

施策名
・鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整
・土地利用に関する行政庁の適正な処分の確保

施策の概要
鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため、鉱区禁止地域
の指定、鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定を行うとともに、土地利用に関する行政庁の適正な処分
を確保するため、主務大臣に対する意見の申出等を行う。

達成すべき目標
・鉱区禁止地域指定請求事件を適正に処理する。
・鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定事件を適正に処理する。
・土地収用法に基づく意見の申出等を適正に行う。

施策の予算額・執行額等

※　公害等調整委員会
全体の予算額等を

記載（施策１－①②と
共通）

区分 ○年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a）

補正予算（b）

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（千円）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（抜粋）

（特になし）

測定指標

鉱区禁止地域指定請求事件の
受付、係属及び終結の状況

年度ごとの目標値

鉱業等に係る行政処分に対す
る不服の裁定事件の受付、係
属及び終結の状況

年度ごとの目標値

土地収用法に基づく意見の申
出事案等の受付、係属及び終
結の状況

年度ごとの目標

施策に関する評価結果

目標の達成状況
鉱区禁止地域指定請求事件、鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定事
件、土地収用法に基づく意見の申出等について、いずれも適正に処理すると
の目標が達成されている。

目標期間終了時点の総括

・　土地利用の調整は、鉱業とその他の産業など、対立する様々な利益間の
調整を行うものである。

・　目標期間（20～22年度）において係属した各事件について、公正中立かつ
専門的な第三者機関として、計画的に審理等が行われ、効率的に処理されて
いること、適切な決定、意見の申出等が行われており、いずれも目標が達成
されていると言え、引き続き、これまでの取組を推進していく必要がある。

学識経験を有する者の知
見の活用

平成23年７月、当委員会の政策評価懇談会の有識者（＊）を往訪し意見を聴取したした。
　・　様式について、枠・レイアウトの工夫に関する意見があったため、一部修正した。

　＊　安達元明、礒野弥生、大川真郎、鬼丸かおる、岸勇希、北村喜宣、友井秀和、名取良太（五十音順、敬称略）

○年度

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

公害等調整委員会年次報告（平成21年度、22年度）
鉱区禁止地域の指定請求事件に関する諸資料、不服の裁定事件についての処理経過等に関する諸資料、意
見の申出等事案に関する諸資料

担当部局名
公害等調整委員会

事務局総務課
　作成責任者名
　　　（※任意記載）

総務課長
米澤　俊介

政策評価実施時期 平成23年８月


